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【知的財産権部からのお知らせ】

1．「国家知的財産権戦略綱要」の公表

　本年6月5日、国務院常務委員会は「国家知的財産権戦略綱要」（知財綱要）を公表し

ました 。2005年以来、国家知的財産権戦略工作指導グループ（事務局SIPO。33の中央政

府機関からなる。）が取り組んできた知財綱要は次の項目から構成されています。

一、序文

二、指針思想と戦略目標

（一）指針思想。

（二）戦略目標。

三、戦略の重点

（一）知的財産権制度の整備。

（二）知的財産権の創造と活用の促進。

（三）知的財産権保護の強化。

（四）知的財産権濫用の防止。

（五）知的財産権文化の育成。

四、専門任務

（一）専利。

（二）商標。

（三）著作権。

（四）営業秘密。

（五）植物新品種。

（六）特定領域における知的財産権。

（七）国防知的財産権。

五、戦略措置

（一）知的財産権の創造力の向上。

（二）知的財産権の転換・活用の奨励。

（三）知的財産権の法制整備の加速。

（四）知的財産権に関する法執行水準の向上。

（五）知的財産権の行政管理の強化。

（六）知的財産権の仲介業務の発展。

（七）知的財産権人材の育成。

（八）知的財産権文化の育成推進。

（九）知的財産権の対外交流と協力の拡大。

　知財綱要では、2020年までに中国を知的財産権の創造・活用・保護・管理能力が比較

的高い国に築きあげるとの目標を掲げています。また、この先5年間の目標として以下の

4項目を列挙しています。

・自主的知的財産権の水準を大幅に向上させること

・企業における知的財産権の活用を促進すること



・知的財産権の保護状況を改善すること。

・知的財産権に対する認識を向上させること。

　知財綱要の訳文は弊所ウェブサイトの下記URLに掲載しておりますので、ご参照くださ

い。

http://www.jetro-pkip.org/html/ztshow_BID_212.html

2．日本の地名等の中国における商標出願・登録への対応について

　中国において我が国の地名や地域ブランドが第三者によって出願登録される事例が相次

いでおり、これによって現地でのビジネス展開に影響を与える可能性も懸念されておりま

す。この度、北京センターでは、我が国の関係者による早期の対応に資するよう、「商標

検索マニュアル」、「冒認出願対策リーフレット」及び「中国商標権冒認出願対策マニュ

アル」を弊所ウェブサイトの下記URLに掲載いたしましたのでご参照ください。また、個

別の相談に対応するための相談窓口も設置しております。

http://www.jetro-pkip.org/html/zt_16_page_1.html
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【最新ニュース・クリッピング】

○法律・法規等

1. 「湖北省著名商標認定・促進条例」が施行、6月1日より（荊楚網　2008年 5月 30日）

2. 特許法の改正めぐり知財当局が座談会（国家知識産権網　2008年 6月 11日）

3. 科学技術分野の基本法まもなく施行　信用の強化を強調（中国網　2008年 6月 18日）

4. 知財権法体系の整備　2020年までに完了の予定（新華網　2008年 6月 13日）

5. 専利法草案　年内に全人大提出予定（政府網　2008年 6月 24日）

○中央政府の動き

1. 中国の音響・映像著作権を一元管理　協会が発足（新華網　2008年 5月 29日）

2. WTO、2回目の対中貿易政策審議　焦点は知財保護活動（国家知識産権網　2008年 5月

27日）

3. 国家知識産権局　10の知財権保護支援センター設立へ（国家知識産権網　2008年 5月

26日）

4. 中韓両国、知財保護の協力強化などで共同声明を発表（国家知識産権網　2008年 6月

2日）

5. AQSIQ　救援物質にニセモノ問題が浮上　製造業者摘発へ（中央政府公式サイト　2008

年 5月 29日）

6. 知財戦略の実施方案制定へ　SIPO意見募集会を開催（国家知識産権網　2008年 5月 26

日） 

7. 工商総局　 3年内に商標登録審査の滞貨問題を解決（中新網　2008年 06月 13日）

8. ネット海賊版の取り締まり活動　３部門の連携でスタート（中国広播網　2008年 6月

12日）

9. 国務院 「国家知的財産権戦略綱要」を発表（新華網　2008年 6月 10日）

10. 王岐山副総理：米国との知財問題、戦略的視点で検討を （新華社　2008年 6月 19日）

11. 国資委、中央企業に指示、知財権の管理強化を（国家知識産権網　2008年 6月 19日）

http://www.jetro-pkip.org/html/ztshow_BID_212.html
http://www.jetro-pkip.org/html/zt_16_page_1.html


12. 文化部：全国のカラオケ店を遠隔監視へ（新華社　2008年 6月 25日）

13. 国家版権局、海賊版摘発の貢献者・機関に報奨金授与（中国新聞出版報　2008年 6月

23日）

○地方政府の動き

1. 江蘇省とJETRO、ブランド保護フォーラムを共同開催（新華網　2008年 5月 29日）

2. 初回北京特許賞選定が始動　最高賞が百万元（知識産権報　2008年 6月 7日）

3. 浙江省　日本企業の知財権保護交流会を開催（国家知識産権局ネット　2008年 06月

18日）

4. 韓国旅客　荷物に大量のシャネル偽商標　杭州税関押収（新華網　2008年 6月 27日）

5. 北京のカラオケシステム 2社、海賊版の疑いで捜査（京華時報　2008年 6月 26日）

○司法関連の動き

1. カラオケ著作権めぐる初の訴訟　広東で公判（羊城晩報　2008年 5月 29日）

2. 三大協会　連名で百度を音楽権利侵害で起訴へ（中国新聞出版報　2008年 6月 3日）

3. 知財訴訟専門の控訴法廷　中国が設置を検討（法制日報　2008年 6月 12日）

4. 資生堂　中国で初めての知的財産権訴訟を提起（中国法院網　2008年 6月 6日）

5. 米ファイザー、社名めぐり訴訟に勝訴、馳名商標認定へ（光明日報　2008年 6月 2日）

6. 渡辺淳一氏、海賊版で中国の出版社提訴 (北京青年報　6月25日)

○統計関連

1. 知財当局、ソフトウェア海賊版率が20％に（新京報　2008年 5月 29日）

2. 1月～4月 ソフトウエア産業収入、およそ 2000億元に（新華網　2008年 05月 29日）

3. 高等教育出版社の海賊版被害　年間4億元相当（中国新聞出版網　2008年 6月 12日）

4. 北京高裁　2007年知財案件の結審率が 97.85％に（知識産権報　2008年 6月 20日）

5. 工業情報化部：「中国のソフト海賊版率、外国が誇張」（和訊網　2008年 6月 25日）

○その他知財関連

1. モトローラ：中国市場の研究開発事業に合計 10億ドルを投資（新華網　2008年 5月

30日）

2. 北京の小学校で知財普及啓蒙活動、米国映画協会（SINAネット　2008年 6月 6日）

3. 中国初のモバイルストレージ製品規格、年内成立へ（科訊網　2008年 6月 6日）

4. 知財に関する語彙・コード等の基準　6月1日から実施（知識産権報　2008年 6月 2日）

5. 国家アニメ・漫画産業発展基地、河南省鄭州市に設立（新華網　2008年 6月 20日）

6. 台湾との知財フォーラム、福建省で開催（福建新聞網　2008年 6月 19日）

7. 中国・アフリカ知財当局者会議、北京で開催（国際在線　2008年 6月 23日）
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　中国の知財関連情報全般、関係法規、本メールマガジンのバックナンバー等をご覧にな

りたい方は、ホームページにアクセスして下さい。

http://www.jetro-pkip.org/

　本メールマガジンに対するご意見・ご質問・ご感想等がございましたら下記までご連絡

下さい。

http://www.jetro-pkip.org/


JETRO北京センター知的財産権部

北京市建国門外大街甲 26号長富宮弁公楼 7003 郵編 100022

TEL：+86-10-6528-2781,FAX：+86-10-6528-2782

E-mail：post@jetro-pkip.org

発行人：JETRO北京センター知的財産権部　部長　谷山　稔男
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※本メールマガジンの新規配信・アドレス変更・停止につきましては、お手数ですが以下

にアクセスして、ご自身でご登録頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

新規配信  https://www.jetro.go.jp/mreg/subscribe?id=3590

変更・停止　http://www5.jetro.go.jp/mreg/menu
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